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年末年始に係る役場等の業務日程について
　役場事務     【仕事納め】１２月３０日（金）
　　　　　     【仕事始め】　  １月　 ６日（金）

～年内は、１２月３０日（金）まで収集します～
＜休業日＞
○ごみ収集【燃やすごみ・燃やさないごみ・資源物】
　　１２月３１日（土）～１月３日（火）まで休業します。

　　※粗大ごみの収集は、１２月から２月まで休業します。

○ごみの自己搬入
　余市町クリーンセンター【燃やさないごみ・粗大ごみ】
　　１２月３１日（土）～１月５日（木）まで休業となります。

◆ごみに関する問合せ　

　　環境対策課 廃棄物対策グループ　☎２１－２１１８

年末年始の「ごみ収集」及び「し尿収集業務」に関するお知らせ

○し尿収集
　　１２月３１日（土）～１月５日（木）まで休業します。

◆し尿に関する問合せ　北後志衛生施設組合　☎２２－４４８９

☃☀☃　モラルを守って、快適な冬をすごしましょう　☃☁☃

 １５センチ以上の降雪で出動
　町では１５ｃｍ以上の降雪を目安に深夜から除雪

作業を開始し、通勤・通学時間までに作業が終了す

るよう取り組んでいますが、明け方の降雪の場合は

交通量が増加し、事故の危険性が増すことから、除

雪作業ができないことがあります。

  除雪の大敵　“路上駐車”
　除排雪作業時に路上に車が放置されていると、作

業の停滞や交通事故を招く要因となります。場合に

よっては除排雪ができずに地域の方々にご迷惑がか

かりますので、路上駐車は絶対にしないようお願い

します。

  玄関前の雪かきは各家庭で
　例年、玄関前に雪を置いていかないでほしいとい

った声が寄せられますが、限られた予算と時間の中

で除雪作業を行っているため、道路脇に雪をよける

かたちの除雪となっています。玄関前によせた雪を

取り除くことまではできませんので、各家庭におい

て処理されるようお願いします。

　なお、自力で除雪できない高齢者世帯や身体障が

い者世帯など、一定の要件を満たす場合は、生活用

道路確保のため、玄関先の除雪サービスを受けられ

る場合があります。

　詳細は高齢者福祉課 高齢者福祉グループ
（☎２１－２１１９）までお問合せください。

　各地域の除雪委託業者や雪捨て場、除雪に関するお問合せ先などについては、今月号の折り込みチラシで
ご確認ください。
　詳細は建設課 維持グループ（☎２１－２１２８）までお問合せください。

　行政と町民が互いに手をたずさえて、秩序ある効率的な除排雪作業を行い、安全で、快適な冬をす

ごせるようご協力をお願いします。

　役場をはじめ、公民館等の年末年始の業務は、１２月３１日（土）から１月５日（木）
までお休みさせていただきます。
　納税、住民票及び印鑑証明等が必要な方は、早めに手続きをお願いいたします。
　なお、出生・死亡等の届出については、従来どおり当直室で受付いたします。


